
（添付書類６） 

 

誓約書 

 

  年  月  日 

（あて先）姫 路 市 長  

 

申請者 

(法人) 

所在地 姫路市○○町○○番地 

名 称 社会福祉法人 〇〇〇〇 

代表者 氏 名 理事長 〇〇 〇〇 

 

申請者は、以下に記載する代表者、施設長又は役員が別添に記載する法律及び姫路市条例の規定に反してい

ないことを誓約します。 

 なお、誓約する内容について、必要により姫路市が確認のため警察等の関係機関に対して個人情報を提供し、

照会等の調査を行うことを同意します。 

 

記 

 

【該当する名簿及び施設・事業種別にチェックを付けてください。】 

※住所については、代表者、施設長又は役員の個人の住所を記入してください。 

※複数の変更がある場合は、次項の【名簿】に記入してください。 

 

施設・事業
種別 

保育所  ☐幼保連携型認定こども園 ☐幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 

☐幼稚園 ☐認可外保育施設 ☐預かり保育事業 

☐一時預かり事業 ☐病児保育事業 ☐子育て援助活動支援事業 

☐乳児等通園支援事業  
 

施 設 名 〇〇〇〇 

役   職 代表者 ☐施設・事業所の管理者（園長等） ☐役員 
 

ふりがな 〇〇 〇〇 

生年月日 〇〇〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日 

 

氏 名 〇〇 〇〇 

住 所 

〒 〇〇〇 － 〇〇〇〇 

○○県○○市○○町○○番地 

 



【名簿】 

役職 氏名（ふりがな） 生年月日 住所 

施設・事業所の管理者

（園長等） 
〇〇〇〇（○○○○） 

〇〇〇〇 .

○○.○○ 

〒 ○○○-〇〇〇〇 

○○県○○市○○町○○番地 

                
〒  

 

                
〒  

 

                
〒  

 

                
〒  

 

                
〒  

 

                
〒  

 

                
〒  

 

                
〒  

 

                
〒  
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〒  

 

                
〒  

 

                
〒  

 

                
〒  

 

                
〒  

 

                
〒  

 

                
〒  

 

                
〒  

 

                
〒  

 



【別添】法律及び姫路市条例の該当条文 

施設種別 法律及び姫路市条例 

保育所 ○ 児童福祉法第３５条第５項 

５  都道府県知事は、保育所に関する前項の認可の申請があつたときは、第四十五条第一

項の条例で定める基準（保育所に係るものに限る。第八項において同じ。）に適合するかどう

かを審査するほか、次に掲げる基準（当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法

人である場合にあつては、第四号に掲げる基準に限る。）によつて、その申請を審査しなけ

ればならない。 

一 当該保育所を経営するために必要な経済的基礎があること。 

二 当該保育所の経営者（その者が法人である場合にあつては、経営担当役員とする。）が

社会的信望を有すること。 

三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。 

四 次のいずれにも該当しないこと。 

イ 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なるまでの者であるとき。 

ロ 申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定め

るものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなるまでの者であるとき。 

ハ 申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

ニ 申請者が、第五十八条第一項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起

算して五年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、

当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日

以内に当該法人の役員等であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しな

いものを含み、当該認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知が

あつた日前六十日以内に当該保育所の管理者であつた者で当該取消しの日から起算

して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該認可の取消しが、保育所

の設置の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該

事実の発生を防止するための当該保育所の設置者による業務管理体制の整備につい

ての取組の状況その他の当該事実に関して当該保育所の設置者が有していた責任の

程度を考慮して、ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当で

あると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 

ホ 申請者と密接な関係を有する者が、第五十八条第一項の規定により認可を取り消さ

れ、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該認可の取消

しが、保育所の設置の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事

実及び当該事実の発生を防止するための当該保育所の設置者による業務管理体制の

整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該保育所の設置者が有して

いた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととするこ

とが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除

く。 

ヘ 申請者が、第五十八条第一項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法

第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを

決定する日までの間に第十二項の規定による保育所の廃止をした者(当該廃止につい

て相当の理由がある者を除く。)で、当該保育所の廃止の承認の日から起算して五年を

経過しないものであるとき。 

ト 申請者が、第四十六条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日

(当該検査の結果に基づき第五十八条第一項の規定による認可の取消しの処分に係る

聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところ

により都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日

を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第十二項の規定による保育

所の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該保育所の

廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 

チ ヘに規定する期間内に第十二項の規定による保育所の廃止の承認の申請があつた

場合において、申請者が、ヘの通知の日前六十日以内に当該申請に係る法人(当該

保育所の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申請に係る

法人でない保育所(当該保育所の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理

者であつた者で、当該保育所の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないもので

あるとき。 

リ 申請者が、認可の申請前五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者

であるとき。 



ヌ 申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該

当する者のあるものであるとき。 

ル 申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれか

に該当する者であるとき。 

○ 姫路市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第６条第７項及び第８項 

７ 児童福祉施設において、児童福祉施設の長は、姫路市暴力団排除条例第７条の暴力団員

又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であってはならない。 

８ 児童福祉施設は、その運営について、姫路市暴力団排除条例第７条の暴力団及び暴力団

員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者の支配を受けてはならない。 

幼保連携型認定こども園 ○ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第１７条第２項 

２ 都道府県知事は、前項の設置の認可の申請があったときは、第十三条第一項の条例で定

める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によって、その申請を審査しな

ければならない。  

一  申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定める

ものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

るまでの者であるとき。  

二  申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せら

れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。  

三  申請者が、第二十二条第一項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算

して五年を経過しない者であるとき。ただし、当該認可の取消しが、幼保連携型認定こども

園の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の

発生を防止するための当該幼保連携型認定こども園の設置者による業務管理体制の整

備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該幼保連携型認定こども園の設

置者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する認可の取消しに該当し

ないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する

場合を除く。  

四  申請者が、第二十二条第一項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第

十五条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定

する日までの間に前項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止をした者（当該廃止に

ついて相当の理由がある者を除く。）で、当該幼保連携型認定こども園の廃止の認可の日

から起算して五年を経過しないものであるとき。  

五  申請者が、第十九条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該

検査の結果に基づき第二十二条第一項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行

うか否かの決定をすることが見込まれる日として主務省令で定めるところにより都道府県知

事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合にお

ける当該特定の日をいう。）までの間に前項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止を

した者（当該廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該幼保連携型認定こども園

の廃止の認可の日から起算して五年を経過しないものであるとき。  

六  申請者が、認可の申請前五年以内に教育又は保育に関し不正又は著しく不当な行為を

した者であるとき。  

七  申請者の役員又はその長のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの 

者 

ロ 第一号、第二号又は前号に該当する者 

ハ 第二十二条第一項の規定により認可を取り消された幼保連携型認定こども園におい

て、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六

十日以内にその幼保連携型認定こども園の設置者の役員又はその園長であった者で

当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの（当該認可の取消しが、幼保連携

型認定こども園の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となった事実及

び当該事実の発生を防止するための当該幼保連携型認定こども園の設置者による業

務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該幼保連携

型認定こども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、この号に規定する認可

の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定

めるものに該当する場合を除く。） 

ニ 第四号に規定する期間内に前項の規定により廃止した幼保連携型認定こども園（当該

廃止について相当の理由がある幼保連携型認定こども園を除く。）において、同号の通

知の日前六十日以内にその設置者の役員又はその長であった者で当該廃止の認可の

日から起算して五年を経過しないもの 

○ 学校教育法第９条 ※認定こども園法施行令読替後（読替前：校長） 

次の各号のいずれかに該当する者は、園長（※）又は教員となることができない。 



一 成年被後見人又は被保佐人 

二 禁錮以上の刑に処せられた者 

三 教育職員免許法第１０条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状 

  がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者 

四 教育職員免許法第１１条第１項から第３項までの規定により免許状取り上げの 

  処分を受け、三年を経過しない者 

五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

○ 姫路市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例第６条第５項及び第６項 

５ 幼保連携型認定こども園において、園長は、姫路市暴力団排除条例第７条の暴力団員又

は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であってはならない。 

６ 幼保連携型認定こども園は、その運営について、姫路市暴力団排除条例第７条の暴力団

及び暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者の支配を受け

てはならない。 

幼保連携型認定こども園

以外の認定こども園 

○ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第５項第

４号 

四 次のいずれにも該当するものでないこと。 

イ 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

るまでの者であるとき。 

ロ 申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定める

ものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

るまでの者であるとき。 

ハ 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せら

れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

ニ 申請者が、第七条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して

五年を経過しない者（当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取

消しの処分に係る行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条の規定による通知が

あった日前六十日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ

れらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、

法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支

配力を有するものと認められる者を含む。以下ホ及び第十七条第二項第七号において同

じ。）又はその事業を管理する者その他の政令で定める使用人（以下この号において「役

員等」という。）であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、

当該認定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前六十日

以内に当該事業の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないも

のを含む。）であるとき。ただし、当該認定の取消しが、認定こども園の認定の取消しのうち

当該認定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当

該認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当

該事実に関して当該認定こども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文

に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして

主務省令で定めるものに該当する場合を除く。 

ホ 申請者と密接な関係を有する者（申請者（法人に限る。以下ホにおいて同じ。）の役員に

占めるその役員の割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者の株式の所有その他の事

由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与え

る関係にある者として主務省令で定めるもの（以下ホにおいて「申請者の親会社等」とい

う。）、申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、

若しくは申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支

配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの

又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは

当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはそ

の事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもののうち、当該申請

者と主務省令で定める密接な関係を有する法人をいう。）が、第七条第一項の規定により

認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該

認定の取消しが、認定こども園の認定の取消しのうち当該認定の取消しの処分の理由と

なった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定こども園の設置者による業務

管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該認定こども園の

設置者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認定の取消しに該当しな

いこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場

合を除く。 



ヘ 申請者が、認定の申請前五年以内に教育又は保育に関し不正又は著しく不当な行為

をした者であるとき。 

ト 申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘのいずれかに該当する者の

あるものであるとき。 

チ 申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘのいずれかに該当する

者であるとき。 

○ 姫路市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例第４条第３

項及び第４項 

３ 認定こども園において、認定こども園の長は、姫路市暴力団排除条例（平成 24 年姫路市条

例第 49 号）第７条の暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係

を有する者であってはならない。 

４ 認定こども園は、その運営について、姫路市暴力団排除条例第７条の暴力団及び暴力団

員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者の支配を受けてはならな

い。 

特定教育・保育施設の確

認 

（保育所・幼保連携型認

定こども園・幼保連携型

認定こども園以外の認定

こども園・幼稚園） 

 

〇 子ども・子育て支援法第４０条 

 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設

に係る第２７条第１項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の

効力を停止することができる。 

一 特定教育・保育施設の設置者が、第３３条第６項の規定に違反したと認められるとき。 

二 特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育施設の認可基準に従って施設型給付費の

支給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をすることができなくなったと当該特

定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等を行った都道府県知事（指定都市等所

在幼保連携型認定こども園については当該指定都市等の長とし、指定都市等所在保育

所については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長とする。）が認めたとき。 

三 特定教育・保育施設の設置者が、第３４条第２項の市町村の条例で定める特定教育・保

育施設の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な特定

教育・保育施設の運営をすることができなくなったとき。 

四 施設型給付費又は特例施設型給付費の請求に関し不正があったとき。 

五 特定教育・保育施設の設置者が、第３８条第１項の規定により報告又は帳簿書類その他

の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 

六 特定教育・保育施設の設置者又はその職員が、第３８条第１項の規定により出頭を求め

られてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁を

し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定教

育・保育施設の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特

定教育・保育施設の設置者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 

七 特定教育・保育施設の設置者が、不正の手段により第２７条第１項の確認を受けたとき。 

八 前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、この法律その他国民の

福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令

若しくは処分に違反したとき。 

九 前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育に関し不正

又は著しく不当な行為をしたとき。 

十 特定教育・保育施設の設置者の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ

らに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法

人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配

力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。）又はその長のうちに過去５年以内に教

育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。 

２ 前項の規定により第２７条第１項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者（政令で定

める者を除く。）及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準

ずる日として政令で定める日から起算して５年を経過するまでの間は、第３１条第１項の申請

をすることができない。 

〇 姫路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

第３条第６項及び第７項 

６ 特定教育・保育施設の長たる特定教育・保育施設の管理者は、姫路市暴力団排除条例

（平成 24 年姫路市条例第 49 号）第７条の暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的

に非難されるべき関係を有する者であってはならない。 

７ 特定教育・保育施設等は、その運営について、姫路市暴力団排除条例第７条の暴力団及

び暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者の支配を受けて



はならない。 

特定子ども・子育て支援

施設等の確認 

（認定こども園・幼稚園・

特別支援学校幼稚部・認

可外保育施設・預かり保

育事業・一時預かり事業・

病児保育事業・子育て援

助活動支援事業） 

〇 子ども・子育て支援法第５８条の１０ 

 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定子ども・子育て支

援施設等に係る第三十条の十一第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全

部若しくは一部の効力を停止することができる。 

一 特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の三第二項の規定に違反したと認めら

れるとき。 

二 特定子ども・子育て支援提供者(認定こども園の設置者及び第七条第十項第八号に掲

げる事業を行う者を除く。)が、前条第六項各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区

分に応じ、当該各号に定める認可若しくは認定を受け、又は届出を行った施設等利用費

の支給に係る施設又は事業として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をすることがで

きなくなったと当該認可若しくは認定を行い、又は届出を受けた都道府県知事(指定都市

等所在届出保育施設については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長とし、指定

都市等所在認定こども園において行われる第七条第十項第五号に掲げる事業について

は当該指定都市等の長とし、指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行わ

れる同項第六号又は第七号に掲げる事業については当該指定都市等又は児童相談所

設置市の長とする。)が認めたとき。 

三 特定子ども・子育て支援提供者(第七条第十項第四号に掲げる施設の設置者又は同項

第五号、第七号若しくは第八号に掲げる事業を行う者に限る。)が、それぞれ同項第四

号、第五号、第七号又は第八号の内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支給

に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をすることができ

なくなったとき。 

四 特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の四第二項の内閣府令で定める特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設

又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったと

き。 

五 特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の八第一項の規定により報告若しくは帳

簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告を

したとき。 

六 特定子ども・子育て支援提供者又は特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事

業所の職員が、第五十八条の八第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同

項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該職員がその行為をした場合におい

て、その行為を防止するため、当該特定子ども・子育て支援提供者が相当の注意及び監

督を尽くしたときを除く。 

七 特定子ども・子育て支援提供者が、不正の手段により第三十条の十一第一項の確認を

受けたとき。 

八 前各号に掲げる場合のほか、特定子ども・子育て支援提供者が、この法律その他国民

の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命

令若しくは処分に違反したとき。 

九 前各号に掲げる場合のほか、特定子ども・子育て支援提供者が、教育・保育その他の子

ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

十 特定子ども・子育て支援提供者が法人である場合において、当該法人の役員若しくはそ

の長又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに過去五年以内

に教育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があ

るとき。 

十一 特定子ども・子育て支援提供者が法人でない場合において、その管理者が過去五年

以内に教育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者

であるとき。 

２ 前項の規定により第三十条の十一第一項の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等

である施設の設置者又は事業を行う者(政令で定める者を除く。)及びこれに準ずる者として

政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して

五年を経過するまでの間は、第五十八条の二の申請をすることができない。 

 



〇 姫路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

第３条第６項及び第７項 

６ 特定教育・保育施設の長たる特定教育・保育施設の管理者は、姫路市暴力団排除条例

（平成 24 年姫路市条例第 49 号）第７条の暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的

に非難されるべき関係を有する者であってはならない。 

７ 特定教育・保育施設等は、その運営について、姫路市暴力団排除条例第７条の暴力団及

び暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者の支配を受けて

はならない。 

乳児等通園支援事業 〇 児童福祉法第３４条の１５第３項 

３  市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に関する前項の認可の申請

があつたときは、次条第一項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に

掲げる基準（当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつて

は、第四号に掲げる基準に限る。）によつて、その申請を審査しなければならない。 

一 当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うために必要な経済的基礎があ

ること。 

二 当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者（その者が法人である場合

にあつては、経営担当役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる

者をいう。第三十五条第五項第二号において同じ。）とする。）が社会的信望を有するこ

と。 

三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。 

四 次のいずれにも該当しないこと。 

イ 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なるまでの者であるとき。 

ロ 申請者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により

罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であ

るとき。 

ハ 申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

ニ 申請者が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起

算して五年を経過しない者（当該認可を取り消された者が法人である場合においては、

当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日

以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者

をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業

務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有す

るものと認められる者を含む。ホにおいて同じ。）又はその事業を管理する者その他の

政令で定める使用人（以下この号及び第三十五条第五項第四号において「役員等」と

いう。）であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該

認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日

以内に当該事業を行う者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を

経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等

又は乳児等通園支援事業の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由とな

つた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳児等

通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当

該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有してい

た責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすること

が相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。 

ホ 申請者と密接な関係を有する者（申請者（法人に限る。以下ホにおいて同じ。）の役員

に占めるその役員の割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者の株式の所有その

他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影

響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの（以下ホにおいて「申請者の親会

社等」という。）、申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分

の一を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業

を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府

令で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の

一を超え、若しくは当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的

に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定め

るもののうち、当該申請者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人をいう。第三十

五条第五項第四号ホにおいて同じ。）が、第五十八条第二項の規定により認可を取り

消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該認可の

取消しが、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の取消しのうち当該認



可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家

庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備につい

ての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園

支援事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消

しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるもの

に該当する場合を除く。 

ヘ 申請者が、第五十八条第二項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法

第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを

決定する日までの間に第七項の規定による事業の廃止をした者（当該廃止について相

当の理由がある者を除く。）で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過し

ないものであるとき。 

ト 申請者が、第三十四条の十七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予

定日（当該検査の結果に基づき第五十八条第二項の規定による認可の取消しの処分

に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるとこ

ろにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を

通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第七項の規定による事業の廃

止をした者（当該廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該事業の廃止の承

認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 

チ ヘに規定する期間内に第七項の規定による事業の廃止の承認の申請があつた場合

において、申請者が、ヘの通知の日前六十日以内に当該申請に係る法人（当該事業

の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等又は当該申請に係る法人で

ない事業を行う者（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者

であつた者で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものである

とき。 

リ 申請者が、認可の申請前五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者

であるとき。 

ヌ 申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該

当する者のあるものであるとき。 

ル 申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれか

に該当する者であるとき。 

〇 姫路市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第６条第７項 

７ 乳児等通園支援事業者は、その運営について、姫路市暴力団排除条例（平成２４年姫路

市条例第４９号）第７条の暴力団及び暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき

関係を有する者の支配を受けてはならない。 

〇 姫路市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例第３条第５項 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、その運営について、姫路市暴力団排除条例（平
成２４年姫路市条例第４９号）第７条の暴力団及び暴力団員並びにこれらのものと
社会的に非難されるべき関係を有する者の支配を受けてはならない。 

 


